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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―審理期間別代理人

弁護士の関与の有無及び遺産の価額別―全家庭裁判所 

第 49表

１ ３ ６ １ ２ ３

1000 万 円 以 下  1 280   55   175   323   376   213   67   71 

5000 万 円 以 下  2 498   31   177   532   803   585   192   178 

１ 億 円 以 下   999   8   28   133   255   306   120   149 

５ 億 円 以 下   735   10   19   59   156   220   98   173 

５ 億 円 を 超 え る   81 -   2   10   18   11   19   21 

算 定 不 能 ・ 不 詳

有  4 010   82   167   559  1 093  1 132   433   544 

1000 万 円 以 下   653   33   55   144   188   139   42   52 

5000 万 円 以 下  1 526   23   70   229   486   434   140   144 

１ 億 円 以 下   738   7   17   69   173   235   106   131 

５ 億 円 以 下   610   8   10   44   117   186   88   157 

５ 億 円 を 超 え る   72 -   1   9   16   11   18   17 

算 定 不 能 ・ 不 詳

無  2 198   38   281   616   696   363   109   95 

1000 万 円 以 下   627   22   120   179   188   74   25   19 

5000 万 円 以 下   972   8   107   303   317   151   52   34 

１ 億 円 以 下   261   1   11   64   82   71   14   18 

５ 億 円 以 下   125   2   9   15   39   34   10   16 

５ 億 円 を 超 え る   9 -   1   1   2 -   1   4 

算 定 不 能 ・ 不 詳   204   5   33   54   68   33   7   4 

代 理 人 弁 護 士 の
関 与

総

数

３

年

を

超

え

る

月

以

内

月

以

内

月

以

内

年

以

内

年

以

内

年

以

内

遺 産 の 価 額

総 数  6 208   120   448   639  1 175  1 789  1 495   542 

  615   16   47   118   181   160   46   47 

  43   411   11   14   64   113   127   39 
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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数（｢分割をしない｣

を除く）―分割の方法別―全家庭裁判所 

第 50 表 

総

数

配

偶

者

子

そ

の

他

土 地   423   128   451   40 

建 物   49   43   45   8 

現 金 等   446   250   399   103 

動 産 そ の 他   26   19   29   5 

代 償 金 取 得   8   106   263   128 

土 地 ・ 建 物   629   376   622   66 

土 地 ・ 現 金 等   227   75   213   21 

土 地 ・ 動 産 そ の 他   17   10   15   3 

建 物 ・ 現 金 等   51   29   36   8 

建 物 ・ 動 産 そ の 他   8   7   8 - 

現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   46   40   46   13 

土 地 ・ 建 物 ・ 現 金 等   768   293   619   59 

土 地 ・ 建 物 ・ 動 産 そ の 他   79   52   72   11 

土 地 ・ 現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   29   17   27   6 

建 物 ・ 現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   11   9   8   1 

土地・建物・現金等・動産その他   238   123   156   24 

そ の 他 1）  3 140   71  2 420   248 

 5 429   744 

分 割 の 方 法

総 数  6 195  1 648 

（注）「分割の方法」の相続人が２種類以上にわたる場合には，重複計上してある。 
１）代償金を支払う旨の定めがされたものである。 


